
 

                              

令和５年１０月３１日 

 

西川町包括連携記念 懸賞付定期預金「繋
つなぐ

」の取扱い開始について 

 

 鶴岡信用金庫（理事長 佐藤祐司）は、令和５年１１月１日（水）より、西川町と包

括連携協定を締結する当金庫、山形信用金庫、宮城第一信用金庫の三金庫共同企画『西

川町包括連携記念懸賞付定期預金「 繋
つなぐ

」』の取扱いを開始いたします。 

 

記 

 

１．商 品 名   西川町包括連携記念 懸賞付定期預金「 繋
つなぐ

」 

２．取扱期間   令和５年１１月１日（水）～令和６年３月２９日（金） 

３．預入期間   １年（元利継続型または元金継続型のみの取扱いとします） 

４．取扱総額   ４０億円（販売総額４０億円となった時点で取扱いを中止します。） 

５．対 象 者   個人のお客様（個人事業主様含む） 

６．適用金利   ご契約日のスーパー定期預金１年もの店頭表示金利を適用します。 

７．預入金額   １口１０万円以上１，０００万円未満、１円単位とします。 

         （１０万円に１本の抽選番号を付与します。） 

８．預入条件   ①１０万円以上の新規預入れ 

         ②１０万円以上増額の継続預入れ 

９．懸 賞 品   西川町特産品 ４０本 

         山形信用金庫お取引先商品 １６０本 

         宮城第一信用金庫お取引先商品 １６０本 

    （当選商品を選択することはできません。お一人様一商品のみの当選となります。） 

 

※詳しくは、商品チラシもしくはお近くの本支店窓口へお問合せください。 

 

 

 

 



 

【令和５年１０月３０日に開催した合同プレスリリースの模様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
左から、宮城第一信用金庫・菅原理事長、西川町・菅野町長、鶴岡信用金庫・理事長佐藤、山形信用金庫・山口理事長 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

営業統括部 営業推進課 営業推進グループ    電話：０２３５－２２－２５８７ 





・個人のお客様（個人事業主様含む）

・令和５年１１月１日（水）～令和６年３月２９日（金）
※但し、販売総額に達した場合は、取扱期間内でも販売を終了します。
※市場の金利動向によって、取扱いを終了する場合がございます。

 スーパー定期１年ものに限ります。（元利金自動継続、元金自動継続扱い）

（１）預入方法：一括預入
（２）預入金額：１口１０万円以上１，０００万円未満
（３）預入単位：１円単位

・満期日以降に一括して払戻します。

（１）適用金利：ご契約日のスーパー定期預金１年もの店頭表示金利を適用します。
     なお、自動継続後の適用金利は、継続日のスーパー定期１年ものの店頭表示金利を適用します。
（２）利払方法：満期日以降に一括して支払いします。
（３）計算方法：付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算とします。

・預入金額１０万円につき１本の抽選権（抽選番号）を付与します。
・抽選権（抽選番号）は１０，０００番から１９，９９９番までの１万本を１組とします。
・自動継続時には新たな抽選番号は付与されません。

 令和６年６月６日（木）※予定

・当選番号は店頭に掲示するとともにＨＰにて公表いたします。

 【西川町の特産物】当選本数４０本
 【山形信用金庫のお取引先様からの特産物】当選本数１６０本
 【宮城第一信用金庫のお取引先様からの特産物】当選本数１６０本
 ※当選商品を選択することはできません。お一人様一商品のみの当選となります。
    当選が重複した場合は、次の当選番号を当選とします。

 令和６年６月以降に店頭窓口等でお渡しいたします。
 ※農産物などは収穫時期の都合上、お渡しの時期が遅くなる可能性があります。

・満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約金利および預入日から解約日の
 前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに払戻します。
 〔中途解約利率〕６ヶ月未満／解約日における普通預金利率
　　　　　　　 ６ヶ月以上１年未満／約定利率×５０％
　　　　　　　 ※期間に応じた利率となります。
・抽選日以前に解約された場合、懸賞の抽選権は失効し、抽選番号は欠番となります。
・抽選に当選された場合であっても、懸賞品のお渡し日以前に解約された場合は懸賞品をお渡しする
 ことはできません。

・利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。
 ただし、２０１３年１月１日～２０３７年１２月３１日までに受け取る利息については、復興特別所得税が
 追加課税され、２０．３１５％の税金がかかります。

・預金保険制度の付保対象商品であり、一預金者あたり対象預金合計で元本１千万円までとその利息
 が保護されます。
 （注）預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。
・「総合口座」の担保とすることはできません。
・通帳式のお取扱いはできません。（証書式のみ）

■取扱対象

■取扱期間

■取扱預金

■預入

■払戻方法

■利息

■懸賞の抽選権
　（抽選番号）

■抽選日

■当選番号の案内

■懸賞の内容

■懸賞品のお渡し時期

■中途解約時の取扱い

■税金

■その他の重要事項
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・令和５年１１月１日（水）～令和６年３月２９日（金）
※但し、販売総額に達した場合は、取扱期間内でも販売を終了します。
※市場の金利動向によって、取扱いを終了する場合がございます。

 スーパー定期１年ものに限ります。（元利金自動継続、元金自動継続扱い）

（１）預入方法：一括預入
（２）預入金額：１口１０万円以上１，０００万円未満
（３）預入単位：１円単位

・満期日以降に一括して払戻します。

（１）適用金利：ご契約日のスーパー定期預金１年もの店頭表示金利を適用します。
     なお、自動継続後の適用金利は、継続日のスーパー定期１年ものの店頭表示金利を適用します。
（２）利払方法：満期日以降に一括して支払いします。
（３）計算方法：付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算とします。

・預入金額１０万円につき１本の抽選権（抽選番号）を付与します。
・抽選権（抽選番号）は１０，０００番から１９，９９９番までの１万本を１組とします。
・自動継続時には新たな抽選番号は付与されません。

 令和６年６月６日（木）※予定

・当選番号は店頭に掲示するとともにＨＰにて公表いたします。

【西川町の特産物】当選本数４０本
【山形信用金庫のお取引先様からの特産物】当選本数１６０本
【宮城第一信用金庫のお取引先様からの特産物】当選本数１６０本
 ※当選商品を選択することはできません。お一人様一商品のみの当選となります。
    当選が重複した場合は、次の当選番号を当選とします。

 令和６年６月以降に店頭窓口等でお渡しいたします。
 ※農産物などは収穫時期の都合上、お渡しの時期が遅くなる可能性があります。

・満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約金利および預入日から解約日の
 前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに払戻します。
〔中途解約利率〕６ヶ月未満／解約日における普通預金利率
　　　　 　　６ヶ月以上１年未満／約定利率×５０％
　　　　　 ※期間に応じた利率となります。
・抽選日以前に解約された場合、懸賞の抽選権は失効し、抽選番号は欠番となります。
・抽選に当選された場合であっても、懸賞品のお渡し日以前に解約された場合は懸賞品をお渡しする
 ことはできません。

・利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金がかかります。
 ただし、２０１３年１月１日～２０３７年１２月３１日までに受け取る利息については、復興特別所得税が
 追加課税され、２０．３１５％の税金がかかります。

・預金保険制度の付保対象商品であり、一預金者あたり対象預金合計で元本１千万円までとその利息
 が保護されます。
（注）預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。
・「総合口座」の担保とすることはできません。
・通帳式のお取扱いはできません。（証書式のみ）
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